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告

示

青
森
県
告
示
第
三
十
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
蟹

田
町
長
か
ら
蟹
田
町
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
平
成
十
六
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

東
津
軽
郡
蟹
田
町
大
字
蟹
田

字
外
黒
山
一
一
八
の
一
の
一
部
、
一
一
八
の
三
の
一
部
、
一
三
七
の
一
の
一
部
、
一
三
七
の
三
、

二
〇
五
の
四
、
二
〇
五
の
五
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並

び
に
一
六
九
の
五
、
一
七
〇
の
三
の
地
先
の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
を
字
蟹
田
渡
に
編
入
す
る
。

字
蟹
田
渡
四
二
の
一
の
一
部
、
四
二
の
二
の
一
部
、
四
四
の
一
の
一
部
、
四
四
の
二
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
字
外
黒
山
に
編
入
す
る
。

字
蟹
田
渡
一
の
一
三
、
三
の
七
、
三
の
一
〇
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部
並
び
に
三
の
二
、
三
の
四
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
字
樋
橋
に
編
入
す

る
。字

樋
橋
六
の
四
、
二
二
、
二
九
の
一
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
字
姥
ケ

沢
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
三
十
四
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
八
条
第
二
項

(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た

の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
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平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

備
考一

漁
業
種
類

手
繰
第
二
種
漁
業
の
う
ち
、
う
に
び
き
網
漁
業

二

操
業
区
域

東
共
第
二
十
五
号
、
東
共
第
二
十
七
号
、
東
共
第
二
十
九
号
及
び
東
共
第
三
十

一
号
の
各
漁
業
権
漁
場
の
区
域

三

操
業
期
間

二
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で

四

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度

一
四
一
隻

青
森
県
告
示
第
三
十
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
六
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
四

年
一
月
十
六
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
六
年
一
月
十
五
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
平
内
町
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
稲
生
字
稲
生
六
二
に
隣
接
し
、
二
一
の
一
、
二
一
の
二
、
四
〇
、
四

一
の
三
、
四
一
の
一
及
び
四
三
の
一
に
隣
接
す
る
町
道
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
④
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
④
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
稲
生
字
深
沢
地
先
の
稲
生
漁
港

(

稲
生
地
区)

西
防
波
堤

基
部
に
設
置
さ
れ
た
水
準
点

(

ハ
点)

か
ら
四
三
度
二
七
分
三
七
三
・
八
二
メ
ー

ト
ル
の
地
点
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届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

脇

野

沢

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
新
井
田

二
八
番
地

立

石

政

男

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
寄
浪
二

〇
番
地

中

村

忠

司

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
蛸
田
二

二
番
地
三

杉

本

光

弘

平
成
十
六
年
一

月
二
十
三
日
か

ら
二
月
六
日
ま

で

脇
野
沢
村
漁

業
協
同
組
合

猿

ケ

森

下
北
郡
東
通
村
大
字
猿
ケ
森
字
尻
労
道
三

三
番
地
二
一

石

田

勝

信

下
北
郡
東
通
村
大
字
猿
ケ
森
字
村
中
二
六

番
地

橋

本

隆
次
郎

平
成
十
六
年
一

月
二
十
三
日
か

ら
二
月
六
日
ま

で

猿
ケ
森
漁
業

協
同
組
合

下
北
郡
東
通
村
大
字
猿
ケ
森
字
尻
労
道
五

〇
番
地

川

口

潔
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②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
五
四
度
七
分
七
一
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
三
五
六
度
一
四
分
一
一
六
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
八
六
度
一
四
分
六
九
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

七
、
六
三
一
・
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル

公

告

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

蟹
田
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
決
定
し
た
い
の
で
、
同
法
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
青
森
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

青
森
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

青
森
都
市
計
画
区
域

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
青
森
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域
都

市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
決
定
し
た
い
の
で
、
同
法
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
弘
前
広
域
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及

び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

弘
前
広
域
都
市
計
画
区
域

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
弘
前
市
都
市
開
発
部
都
市
計
画
課
、
岩
木
町
建
設
課
、
藤

崎
町
経
済
建
設
課
、
大
鰐
町
建
設
課
、
尾
上
町
建
設
課
、
平
賀
町
建
設
課
、
田
舎
館
村
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市
計
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画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
決
定
し
た
い
の
で
、
同
法
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
八
戸
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

八
戸
都
市
計
画
区
域

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
八
戸
市
都
市
開
発
部
都
市
政
策
課
、
百
石
町
建
設
下
水
道

課
、
下
田
町
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
ケ
所
都
市

計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
決
定
し
た
い
の
で
、
同
法
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
六
ケ
所
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保

全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

六
ケ
所
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

六
ケ
所
都
市
計
画
区
域

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
六
ケ
所
村
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
青
森
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市

計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

青
森
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
青
森
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
六
日
ま
で
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五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

備
考

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
内
容
は
、
市
街
化
区
域
に
お
け
る
人
口
フ
レ
ー
ム
及
び
目
標
年
次

で
あ
る
。

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域

都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
弘
前
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関

す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
弘
前
市
都
市
開
発
部
都
市
計
画
課
、
岩
木
町
建
設
課
、
藤

崎
町
経
済
建
設
課
、
大
鰐
町
建
設
課
、
尾
上
町
建
設
課
、
平
賀
町
建
設
課
、
田
舎
館
村
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

備
考

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
内
容
は
、
市
街
化
区
域
に
お
け
る
人
口
フ
レ
ー
ム
及
び
目
標
年
次

で
あ
る
。

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
八
戸
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市

計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

市
街
化
調
整
区
域
か
ら
除
か
れ
る
土
地
の
区
域

八
戸
市
大
字
河
原
木
、
小
久
保
の
各
一
部

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

市
街
化
区
域
に
追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

八
戸
市
大
字
河
原
木
、
小
久
保
の
各
一
部

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
八
戸
市
都
市
開
発
部
都
市
政
策
課
、
百
石
町
下
水
道
建
設

課
、
下
田
町
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

備
考

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
内
容
は
、
市
街
化
区
域
に
お
け
る
人
口
フ
レ
ー
ム
及
び
目
標
年
次

を
含
む
。

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
ケ
所
都
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市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
六
ケ
所
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る

都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

六
ケ
所
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
六
ケ
所
村
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

備
考

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
内
容
は
、
市
街
化
区
域
に
お
け
る
人
口
フ
レ
ー
ム
及
び
目
標
年
次

で
あ
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

南
津
軽
郡
尾
上
町
大
字
尾
上
字
栄
松
二
七
〇
、

二
八
〇
の
一
及
び
二
八
〇
の
三

南
津
軽
郡
尾
上
町
大
字
尾
上
字
栄
松
四
四

田
邊
禎
昭

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
一
町
田
字
村
元
五
〇

二
の
九

弘
前
市
大
字
大
町
一
丁
目
七
の
一
二工
藤
芳
晴

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
虹
貝
字
中
熊
沢
三
六

の
八
、
三
六
の
九
及
び
三
六
の
一
一

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
虹
貝
字
中
熊
沢
三
六

の
七

山
口
直
希

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ロ
ー
ド
・
オ
ブ
・

ザ
・
リ
ン
グ
Ｋ
Ｘ

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
少
林
麻
雀
Ｍ
Ｂ
Ｒ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
ビ
シ
バ
シ
ス
ロ
ッ
タ
ー
７
Ｗ

株
式
会
社
高
尾

〃

Ｃ
Ｒ
ビ
シ
バ
シ
ス
ロ
ッ
タ
ー
７
Ｙ

〃
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〃

Ｃ
Ｒ
ビ
シ
バ
シ
ス
ロ
ッ
タ
ー
７
Ａ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
デ
カ
イ
ン
カ
Ｎ
Ｈ
３

株
式
会
社
銀
座

〃

Ｃ
Ｒ
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
Ｍ
Ｒ
３

京
楽
産
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
Ｖ
Ｒ
２

〃

〃

Ｃ
Ｒ
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
Ｘ
Ｒ
２

〃

回
胴
式
遊
技
機

ゴ
ー
ゴ
ー
ジ
ャ
グ
ラ
ー
Ｖ

株
式
会
社
北
電
子

〃

ス
タ
ー
ジ
ェ
ミ
ニ

株
式
会
社
エ
イ
ペ
ッ
ク
ス



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)
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